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 委託業務の名称   旭中継施設受付計量業務 

 

 

 委託業務の箇所   旭中継施設（旭市ニの５９３８番地１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東総地区広域市町村圏事務組合 

 

 



この仕様書は旭中継施設受付計量業務の概要を示すものであり、受注者は現状に応じ

て、ここに記載されていない事項については、東総地区広域市町村圏事務組合（以下「発

注者」という。）と協議の上、誠意をもって行うものとする。 

 

１ 業務の目的 

   旭中継施設（以下「中継施設」という。）に搬入される一般廃棄物の計量業務につ

いて、関係法令に基づき適正に実施することを目的とする。 

 

２ 業務の概要 

（1） 中継施設の計量所において、車両等により搬入される一般廃棄物等の計量を行い、

必要に応じて手数料（現金）の受領及び領収証の発行を行う。また、計量時に必

要な説明を行うものとする。 

（2） 受付計量業務終了後、中継施設の事務所内において手数料（現金）を精査し、発

注者が指示する日計票等の帳票を作成し発注者へ提出する。 

（3） 上記(1)、(2)に付帯する業務（計量所内の清掃等）を行う。 

 

３ 履行期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 業務に必要とされる要件 

（1） 労働安全衛生法に基づき、従事者の適正な健康管理が図れること。 

（2） 受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ受託しよう

とする業務の実施に関して相当の経験を有する者であること。 

（3） 従事者はマイクロソフトエクセル・ワードの基本的な操作が可能であること。 

 

５ 人員及び業務実施基準 

（1） 業務にあたっては、計量所内に常時１名以上を配置し、受付計量業務終了後は管

理棟（事務所）へ移動して必要な業務を行う。 

（2） 配置する従事者のうち１名を主任従事者とし、主任従事者は一般廃棄物処理施設

の計量業務において３年以上の従事実績を有するものとする。 

（3） 毎月２５日までに翌月の従事者予定表を発注者に提出し、予定従事者を報告する

こと（２５日が休日の場合はその前日とする）。また、変更がある場合は変更後の

従事者予定表を提出すること。 

（4） 予定従事者が業務を遂行することが困難な場合、速やかに代替要員を派遣し、業

務に支障のないようにすること。 

 

 

 

 



６ 勤務日及び勤務時間 

（1） 勤 務 日 原則日曜日を除く毎日。 

ただし、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日までの間）を除く。 

（2） 勤務時間 原則午前８時３０分から午後５時１５分まで 

        【受付】午前８時３０分から正午、午後１時から午後４時 

       ただし、１日あたり実労働時間７時間４５分の範囲で、始終業時刻を

協議により変更する場合がある。 

 

７ つり銭 

業務に必要なつり銭は、受注者が用意するものとする。 

 

８ 賠償 

   業務により受領した手数料（現金）については当日中に精査し、過誤納が生じた

場合は速やかに発注者に報告を行い、過誤納金を賠償しなければならない。 

 

９ その他 

（1）  受注者は、災害、事故、その他やむを得ない理由により業務に支障が生じたと

き、又は生じる恐れがあるときなどの緊急時には、直ちに発注者へ連絡するとと

もに適切な対応を行うこと。 

（2）  受注者は、緊急時における連絡体制、事故処理体制及び責任者を明確にしてお

くこと。 

（3）  業務中に事故が発生した場合は、受注者の責任においてその解決に努めること。

また、受注者の故意又は重大な過失により発生した事故によって、発注者及び第

三者に危害及び損害を及ぼした場合には、速やかに復旧し、それに必要な全ての

費用を受注者が負担すること。 

（4）  異常気象等の天災により、安全な業務の履行が困難となることが予想される場

合は、発注者と受注者による協議の上、勤務日及び勤務時間の変更並びに業務の

休止をすることができるものとする。なお、業務の履行が困難な状況が発生した

際も同様とする。 

（5）  本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者による協議の上、定め

るものとする。 


